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三
十
三
号

生
活
保
護
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
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せ
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機
関
を
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の
と
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り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
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二
第
一
号
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介
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宅
介
護
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所

名
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た
る
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務

所
の
所
在
地

居
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介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
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介
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

な
ご
み

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
三
四
の
二
三

平
成

��

･

��･

�

株
式
会
社
フ

ィ
ー
ル
・
ラ

イ
フ

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
西
村

井
三
二
の
一

〃

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー

｢

フ

ィ
ー
ル
・
ラ

イ
フ｣

南
津
軽
郡
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社
会
福
祉
法

人
福
祉
の
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十
和
田
市
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字
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田
字
横
道
一
〇
〇

の
二
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福
祉
用
具

貸
与

十
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田
テ
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エ
イ
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ビ
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和
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市
元
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一
丁
目
一
三
の
三

六
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･
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福
祉
法

人
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会
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九
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介
護
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介
護
事

業
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ノ
カ
ー

サ
岩
木
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軽
郡
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木
町

大
字
五
代
字
田
屋

敷
二
四
〇
の
一

��

･

��･

�

医
療
法
人
み

ら
い
会

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
三
七
の
五

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

な
ご
み

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
三
〇
の
三
五

〃

山
谷
勇
三

青
森
市
小
柳
一
丁

目
一
七
の
一
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居
宅
療
養

管
理
指
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医
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森
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目
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事
業
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青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日

青 森 県 報平成16年12月13日 月曜日 第2417号 �

居
宅
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護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

福
祉
の
里

十
和
田
市
大
字
切

田
字
横
道
一
〇
〇

の
二
二

福
祉
の
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介
護
相

談
セ
ン
タ
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十
和
田
市
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丁
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三

六

平
成

��

･

��･

��
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福
祉
法
人

常
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沢
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丁
目
二
八
の
六

ひ
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宅
介

護
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事
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沢
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･

��･

�
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祉
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弘
前
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大
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町
七
九
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介
護
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援
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業
所
ピ
ノ
カ
ー
サ

岩
木

中
津
軽
郡
岩
木
町

大
字
五
代
字
田
屋

敷
二
四
〇
の
一

〃

医
療
法
人
み
ら

い
会

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
三
七
の
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ご
み

南
津
軽
郡
平
賀
町

大
字
柏
木
町
字
藤

山
三
四
の
二
三

〃

居
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護
事
業
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業
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会
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前
市
大
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目

七
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護
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ル
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大
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平
成
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更
前

弘
前
市
大
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八
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町
三
丁

目
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の
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〃

福
祉
用
具

貸
与
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護
用
品

販
売
・
レ

ン
タ
ル
き
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な

弘
前
市
大
字

高
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二
丁
目

七
の
七

〃
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更
前

ア
イ
リ
ス

ケ
ア
セ
ン

タ
ー
十
八

日
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五

変
更
後

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代

田
区
神
田
駿

河
台
二
の
九

〃

ア
イ
リ
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ケ
ア
セ
ン

タ
ー
八
戸

八
戸
市
根
城

三
丁
目
四
の

一
七
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変
更
前

南
津
軽
郡
尾

上
町
大
字
李

平
字
上
山
崎

五
四
の
一

変
更
後

医
療
法
人

み
ら
い
会

南
津
軽
郡
平

賀
町
大
字
柏

木
町
字
藤
山

三
七
の
五

訪
問
看
護

訪
問
介
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
な
ご

み

南
津
軽
郡
平

賀
町
大
字
柏

木
町
字
藤
山

三
四
の
二
三

〃
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号

平
成
八
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

(

海
岸
保
全
区
域
の
指
定)

の
全
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

青
森
県
税
事
務
所
告
示
第
二
号

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日

青
森
県
税
事
務
所
長

中

村

司

一

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
の
住
所
及
び
名
称

１

住
所

青
森
市
奥
野
一
丁
目
一
二
の
三

２

名
称

社
団
法
人
青
森
県
自
動
車
会
議
所

二

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

八
戸
市
北
イ
ン
タ
ー
工
業
団
地
一
丁
目
九
の
一

八
戸
軽
自
動
車
会
館
内

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

福
左
内
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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援
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業
者

居
宅
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援
事
業
所

区
分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
八
幡

町
三
丁
目
四
の
六

変
更
後

株
式
会
社
ラ

イ
フ
サ
ポ
ー

ト

弘
前
市
大
字
高
崎

二
丁
目
七
の
七

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
き
ず
な

弘
前
市
大
字
高
崎

二
丁
目
七
の
七

平
成

��

･

��･

�

変
更
前

ひ
ば
り
苑
在
宅

介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

三
沢
市
六
川
目
六

丁
目
二
八
の
六

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
常
光
会

三
沢
市
六
川
目
六

丁
目
二
八
の
六

松
園
ひ
ば
り
苑

居
宅
介
護
支
援

事
業
所

三
沢
市
松
園
二
丁

目
二
一
の
七

��

･

�･

�

沿
岸
名

海
岸
名

地

区

海
岸
名

地

先

海
岸
名

区

域

陸
奥
湾

青
森
漁

港

港
町

指
定
場
所

青
森
市
港
町
二
丁
目
、
港
町
三
丁
目
地
内
及
び

地
先

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
及
び
基
点
三
を
順
次
直
線
で

結
ん
だ
線
、
基
点
三
か
ら
漁
港
区
域
の
東
側
円

弧
に
沿
い
補
助
点
二
に
至
る
線
並
び
に
補
助
点

二
、
補
助
点
一
及
び
基
点
一
を
順
次
直
線
で
結

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

基
点
一

青
森
市
港
町
二
丁
目
九
一
〇
番
七
に

設
置
さ
れ
た
標
柱

(

起
点)

か
ら
九

〇
度
五
一
分
二
六
五
メ
ー
ト
ル

一
号
表
示
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
九
一
度
二
五
分
二
七
二

メ
ー
ト
ル

二
号
表
示
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
度
六
分
二
二
メ
ー
ト

ル

三
号
表
示
杭

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
〇
度
四
五
分
一
八
九

メ
ー
ト
ル

補
助
点
二

基
点
三
か
ら
三
五
二
度
七
分
一
七

二
メ
ー
ト
ル

� �



� �

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

喜
多
山

秀

美

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

ほ
場
整
備
事
業

(

担
い
手
育
成
型)

(

緊
急
農
地
集
積
ほ
場
整
備
事
業)

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)
第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成16年12月13日 月曜日 第2417号 �

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
藤
崎

町
支
部

福
士

�

鶴
賀
谷
貴

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
俵
舛
字
東

平
岡
七
六
の
一

平
成

��

･

��･

�

民
主
党
青
森
県
第

１
区
総
支
部

横
山
北
斗

安
藤
清
美

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
一
七
四

の
二
〇
の
二
〇
二

��･

��･

�

民
主
党
青
森
県
第

２
区
総
支
部

中
村
友
信

中
原
正
俊

十
和
田
市
西
十
四
番
町
五
の
二
七

��･

��･

��

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

佐
藤
�
司
後
援
会

福
原
信
行

菊
地
洋
三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中
字

上
野
一
四
三
の
二

平
成

��･

��･

�

い
ず
み
の
会

山
本
悦
子

松
田
ヨ
ネ

三
沢
市
大
字
三
沢
字
山
ノ
神
一
一

の
一
〇

��･

��･

	

福
士
秀
雄
後
援
会

原
田
幸
蔵

福
士

悟

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
郷
山
前
字

上
野
五
九
の
三
四

��･

��･

�	

金
澤
満
春
後
援
会

御
厩
敷一
馬

望
月
清
敏

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
下
手

道
三
一
の
一

��･

��･

��

野
坂
み
つ
る
後
援

会

小
関
隆
一

野
坂
雅
義

上
北
郡
横
浜
町
字
横
浜
七
七

��･

��･

��

信
友
会

中
村
友
信

中
原
正
俊

十
和
田
市
西
十
四
番
町
五
の
二
七

��･

��･

�


政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
市
浦

村
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
市
浦
村
大

字
相
内
字
相
内
一
三

二
の
一

北
津
軽
郡
市
浦
村
大

字
相
内
字
吉
野
一
五

の
二
五
七

平
成

��･

��･

��

自
由
民
主
党
下
田

町
支
部

会
計
責
任
者

川
崎

悦
孝

中
村

信
行

��･

��･

��

自
由
民
主
党
青
森

県
宅
建
支
部

代

表

者

葛
西

重
明

村
井

昭
夫

��･

��･

�

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第2417号

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

久
慈
豊
後
援
会

代

表

者

小
嶋

敏
式

大
矢

勝
美

平
成

��

･

��･

��

福
士
秀
雄
後
援
会

代

表

者

原
田

幸
蔵

福
士

秀
雄

会
計
責
任
者

福
士

悟

工
藤

清
三
郎

��･

��･

��

か
な
や
昭
後
援
会

会
計
責
任
者

太
田

晃

工
藤

健
三

��･

��･

��

赤
松
功
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

下
北
郡
川
内
町
大
字

檜
川
字
稲
沢
一
六
の

一

下
北
郡
川
内
町
大
字

川
内
字
砂
浜
二
二

��･

��･

��

横
山
北
斗
後
援
会

代

表

者

横
山

北
斗

三
上

剛

��･

��･

��

明
日
の
青
森
を
創

る
会

代

表

者

千
葉

進

丸
本

申
吉

��･

��･

�

三
村
申
吾
大
間
町

後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大
字

奥
戸
字
奥
戸
村
一
九

〇

下
北
郡
大
間
町
大
字

大
間
字
大
間
平
二
八

の
四
二

��･

��･

��

代

表

者

岩
泉

盛
利

伊
藤

馨

会
計
責
任
者

柳
谷

幸
雄

岩
泉

盛
利

中
村
友
信
後
援
会

会
計
責
任
者

中
原

正
俊

中
村

士
郎

��
･

��･

�	

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

民
主
党
青
森
県
第
１
区
総
支
部

平
成
��･

	･


�

平
成
��･

��･

��

民
主
党
青
森
県
第
２
区
総
支
部

��･

	･


�

��･

��･

��

自
由
民
主
党
青
森
県
青
森
市
第
四
支
部

��･

��･

�

��･

��･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

佐
藤
�
司
後
援
会

平
成
��･

	･


�

平
成
��･

��･

�

緑
と
太
陽
の
街
を
守
る
市
民
の
会

��･

��･

�

��･

��･

�

福
士
秀
雄
後
援
会

��･

�･

��

��･

��･

��

浅
見
恒
吉
後
援
会

��･

��･

��

��･

��･

��

近
藤
悦
夫
後
援
会

��･

��･

�	

��･

��･

�	

青
森
県
こ
に
し
恵
一
郎
薬
剤
師
後
援
会

��･

��･

��

��･

��･

�

明
日
の
青
森
を
創
る
会

��･

��･

�

��･

��･

�

� �



� �

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

金

澤

五

郎

青 森 県 報平成16年12月13日 月曜日 第2417号 �

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

横
山

北
斗

(
衆
議
院
議
員)

横
山
北
斗
後
援
会

横
山
北
斗

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川

一
七
四
の
二
〇
の
二
〇
二

平
成

��･

��･

��

中
村

友
信

(

県
議
会
議
員)

信
友
会

中
村
友
信

十
和
田
市
西
十
四
番
町
五

の
二
七

��･

��･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

近
藤

悦
夫

(

八
戸
市
議
会
議

員)

近
藤
悦
夫
後
援
会

近
藤
悦
夫

八
戸
市
柏
崎
五
丁
目
七
の

一
二

平
成

��･

��･

��

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


